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第３回研究会の振り返り

⚫ 質疑応答及び討議における主なポイント。

⚫ 事業会社からのカーブアウトによるスタートアップ創出の特有の課題として、機密情報・社内情報
の取り扱いという障壁が大きいのではないか。

⚫ 事業会社の「組織OS」（基本的な思想・考え方）が、技術シーズをカーブアウトするという判断
に必ずしも適合しないという問題をどう考えるか。また、そうした組織OSがどこの部門にインス
トールされているかも考える必要があるのではないか。

⚫ とりわけ、事業会社の人事において一般に重要視される考え方（人事の公平性、報酬のアップサイ
ドの制限 等）がカーブアウトによるスタートアップ創出が適合していないケースが多いと考えら
れる。こうした点についても、この研究会からメッセージを発する必要があるのではないか。

⚫ 会社経営という観点において、事業会社からのカーブアウトを担う人材をどのように確保・育成す
るかも重要な課題ではないか。

⚫ JSTのSTART（研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム）の事業会社（カーブアウト）版
が有効な施策なのではないか。こうした事業により、VCやコンサルティング会社とのコネクション
がなくても社外での事業化の可能性を検証することが可能になるのではないか。

⚫ 「スタートアップ創出型カーブアウト」の類型のうち、「起業家主導型」の中にも、発明者がCTO
や技術顧問のような形で関わるパターンもありうるのではないか。

⚫ 兼業が認められにくい事業会社の研究者へ向けて、技術を提供した先のスタートアップでの兼業や
そのスタートアップのエクイティの保有が認められるような仕組みを作れば、事業会社から出てく
る技術シーズの数が増加するのではないか。
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スタートアップ創出型カーブアウトの類型

⚫ スタートアップ創出型カーブアウトの中でも、以下の４類型があるのではないか。

分類 類型 特徴

起業家主導型
カーブアウト

主導者が創業CEOに
なるケース

社内起業家の発意でカーブアウトを主導し、主導
者自らが創業CEOを務める形式のカーブアウト

主導者がCTOや技術
顧問になるケース

社内起業家が発意するカーブアウトではあるが、
経営実務は他者（社内の他メンバー、EIR、外部起
業家）が担い、自身は元の事業会社に留まりなが
らCTOや技術顧問を務める形式のカーブアウト

事業会社主導型
カーブアウト

積極的成長期待
事業会社の経営判断として、自社内よりも高い成
長の達成を期待して行うカーブアウト

消極的成長期待
事業会社の経営判断として、投資回収の可能性を
期待して行うカーブアウト

※社内の起業家が発端であるものの、事業会社にとって積極的な成長が期待される領域でのカーブアウトの提案であ
れば、起業家主導と事業会社主導とのハイブリッドでなされるケースもありうる。
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スタートアップ創出型カーブアウトのストラクチャー

⚫ ストラクチャーについて、以下の類型があるのではないか。

【増島委員プレゼンテーション資料より】

【水本委員プレゼンテーション資料より】 ※左図：仮想子会社スキーム①、右図：仮想子会社スキーム②
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スタートアップ創出型カーブアウトの失敗の要諦

⚫ スタートアップ創出型カーブアウトが失敗するケースや望ましくない考え方などを基礎として、
失敗の要諦を整理することができるのではないか。

【水本委員プレゼンテーション資料より】

【増島委員プレゼンテーション資料より】
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（参考）令和５年度補正予算事業について

⚫ 令和５年度補正予算において、個社に対する研究開発支援（補助）と、VC・アクセ
ラレータ等に対する技術発掘支援（委託）の実施を予定。

⚫ 令和５年度補正予算事業から実証的に試行し、本研究会の成果や令和５年度補正
予算事業での結果を踏まえて来年度以降の展開を検討。
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（参考）研究開発支援事業の実施イメージ

⚫ 事業会社からのスタートアップ創出型カーブアウトに取り組む個人・チーム又はスタートアッ
プに対し、研究開発費を支援（最大３０００万円・補助率３／４）。

⚫ 採択された者に対しては伴走支援者を配置。ビジネスモデルのブラッシュアップやVC等か
らの資金調達の実現に向けた研究開発や事業開発などを実施。

① 個人・チーム
    ② スタートアップ  

NEDO
研究開発費補助

元の事業会社

事業開発を支援
（設備や実証場所等の提供等）

【補助事業のイメージ】
• 個人・チームの場合：最大５００万円
• スタートアップの場合：最大３０００万円
※VC等からの出資は要件としない
※補助率はいずれも３／４
※「個人・チーム」は、元の事業会社に所属している者
※「スタートアップ」は、離職等してスタートアップ創設を図る者または
 既に離職等してカーブアウトを経てスタートアップを設立している社

伴走支援者の配置
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（参考）技術発掘支援事業の実施イメージ

事業会社をパートナーとするタイプ 複数の社から参加者を募るタイプ

新規事業創出プログラム

事業会社

VC・アクセラレータ等

導入支援

NEDO

委託

ベンチャービルダープログラムなど

VC・アクセラレータ等

事業会社

事業会社

事業会社

NEDO

委託

カーブアウト

社内事業

スタートアップ
設立

※プログラム運営者
も出資したり、チー
ムごと独立したりす
るパターンも想定

⚫ VC・アクセラレータ等がパートナーたる事業会社と密接に協力しながらカーブアウトに取り
組むプログラムや、複数の事業会社から参加を募るプログラムの実施を支援。
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（参考）その他の事業

⚫ 研究開発支援・技術発掘支援に加え、調査・広報事業も実施。

⚫ 有志企業を交えた勉強会やイベントの開催など、本研究会の成果やスタートアップ創出
型カーブアウトの普及・浸透に向けた機会の創出を図る。

民間企業等NEDO
委託

◼ 情報収集・整理
✓ スタートアップ創出型カーブアウトの
更なる事例収集や論点整理の実施

◼ 連携・広報
✓ 有志企業を交えた勉強会の実施・
運営（経団連等との連携も検討）

✓ スタートアップ創出型カーブアウトの
普及等に向けたイベントの実施

※更なる研究会の実施も視野
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（参考）本研究会のスケジュール

⚫ 全６回を予定。議論の内容・進展に応じて、各回で重点的に議論する点を調整。

⚫ 第1回：1/15（月） スタートアップ創出型のカーブアウトの意義、本研究会の進め方等

⚫ 第2回：1/31（水） プレゼンテーション及び討議（経営上の論点関係）

⚫ 第3回：2/14（水） プレゼンテーション及び討議（経営者・VC等）

⚫ 第4回：2/28（水） 本日｜プレゼンテーション及び討議（組織・人材等関係）

⚫ 第5回：3/13（水） アウトプットの骨子案及び制度上の論点に関する討議

⚫ 第6回：4/9 （火） アウトプット（研究会取りまとめ）に関する討議
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